
 

令和 2年 2月 3日 

お客様各位 

高鍋信用金庫 

 

「預金規定」の電子化および法令等にもとづく改定のお知らせ 

 

平素は高鍋信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

当金庫では、環境に配慮した取組みを推進するため、下記の預金規定等を電子化いたします。 

電子化により、当金庫ホームページにて最新の規定類をご確認いただけるようになることから、

当金庫窓口での預金規定等の配布および郵送を終了させていただきます。 

また、法令等により金融機関に求められる対応として一部の預金規定を改定いたします。 

なお、改定後の預金規定等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用いたします。 

 今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

 

記 

１. 電子化する「預金規定」 

 当座勘定規定（一般用） 

 流動性預金に共通する規定 

 普通預金規定（普通預金無利息型を含む） 

 デジタル通帳口座に関する特約 

 納税準備預金規定 

 通知預金規定 

 貯蓄預金規定 

 総合口座取引規定 

 キャッシュカード規定 

 ＩＣキャッシュカード特約 

 デビットカード取引規定 

 ペイジー口座振替受付サービス規定 

 定期性預金に共通する規定 

 自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

 自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

 自由金利型定期預金規定 

 自動継続自由金利型定期預金規定 

 期日指定定期預金規定 

 自動継続期日指定定期預金規定 

 変動金利定期預金規定単利型 

 変動金利定期預金規定複利型 

 自動継続変動金利定期預金規定単利型 

 自動継続変動金利定期預金規定複利型 

 積立式期日指定定期預金規定 

 積立定期預金規定 

 定期積金規定 

 

２. 「流動性預金に共通する規定」と「定期性預金に共通する規定」の改定 

警察庁、金融庁から求められる反社会的勢力の共生者等による資金獲得活動防止への対応とし

て、反社会的勢力の属性要件を明確化しました。 

 

３. 開始日 

令和 2年 3月 2日（月曜日） 

 

以上 

 


